（別紙様式１）

　年　　月　　日

　徳島県知事　殿

　　　　　　　　　　　　　申請者　住　所　

　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　

                               　（法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）
徳島県鳴門わかめ加工業者認定申請書

　徳島県鳴門わかめ加工業者認定を受けたいので、徳島県鳴門わかめ認証制度実施要綱第６条の規定に基づき、次のとおり申請します。

１　事業所の概要

	わかめ加工品の種類
	

	製造・加工用施設の所在地
	

	製造・加工実績等の報告期間


	　 毎年　　月　　日から　　月　　日まで

 　　



	
	


２　添付書類

（１）過去１年間の原料わかめ形態別産地別取扱量（別紙１）

（２）過去１年間に仕入れた「鳴門わかめ」原料原産地生産者証明書の写し

（３）下記書類のいずれか１点

　　・徳島県食品表示の適正化等に関する条例に基づく特定食品製造事業者届出制度によ　る証票（水産加工業）の写し

　　・食品衛生法（以下「法」という。）第５５条第１項の規定に基づく営業許可証の写　し

　　・法第５７条第１項の規定に基づく営業届出の証票の写し若しくは食品衛生申請等システムを利用した法第５７条第１項の規定に基づく営業届出の申請状況を確認できる書類

（４）加工履歴管理が行われていることが分かる書類の写し

（５）その他必要な書類

３　担当者の氏名、連絡先

氏名　　　　　　　　　　　　連絡先
（別紙１）

過去１年間の原料わかめ形態別産地別取扱量
　期間：　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで
わかめの形態※１　　　　　　　　　　　　
	原料の産地※２
	入荷重量（kg）
	入荷先
	備考

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


※１　わかめの形態欄には、「原藻」、「もと茎」、「芽かぶ」、「ボイル塩蔵芯抜」、「ボイル塩蔵芯付」、「ボイル塩蔵中芯」、「ボイル塩蔵もと茎」、「乾燥糸わかめ」、「灰干し糸わかめ」、「カットわかめ」のいずれかを記載し、形態毎に作成すること。

※２　原料の産地は、「徳島県産」、「兵庫県産」、「三陸産」、「その他国産」、「中国産」、「韓国産」等と記載すること。

※３　既存の様式でこれらの内容がわかるものであれば様式は問わない

（別紙様式２）

　年　　月　　日

　徳島県知事　殿

　　　　　　　　　　　　　申請者　住　所　

　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                               　（法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）
原料わかめ形態別産地別取扱計画書
　一年間の原料わかめ形態別産地別取扱計画について、徳島県鳴門わかめ認証制度実施要綱　第６条　　 の規定に基づき提出します。

    第１１条
　期間：　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで
わかめの形態※１　　　　　　　　　　　　
	原料の産地※２
	入荷重量（kg）
	入荷先
	備考

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


※１　わかめの形態欄には、「原藻」、「もと茎」、「芽かぶ」、「ボイル塩蔵芯抜」、「ボイル塩蔵芯付」、「ボイル塩蔵中芯」、「ボイル塩蔵もと茎」、「乾燥糸わかめ」、「灰干し糸わかめ」、「カットわかめ」のいずれかを記載し、形態毎に作成すること。

※２　原料の産地は、「徳島県産」、「兵庫県産」、「三陸産」、「その他国産」、「中国産」、「韓国産」等と記載すること。

※３　既存の様式でこれらの内容がわかるものであれば様式は問わない

※４　本様式が複数枚にわたるときは、２枚目以降の住所、氏名（法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）の記載は省略しても差し支えない。

担当者の氏名、連絡先

氏名　　　　　　　　　　　連絡先

（別紙様式３）

年　　月　　日

誓　約　書
　徳島県知事　殿

　　　　　　　　　　　　　誓約者　住　所　

　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　

                               　（法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）
　徳島県鳴門わかめ加工業者認定の　取得　にあたり、次のとおり誓約します。

                                  更新

                                  承継

１　食品の表示及び食品衛生に係る関係法令を遵守するとともに、徳島県鳴門わかめ認証制度実施要綱の規定を遵守します。
２　自らの製造・加工する鳴門わかめ商品に食品表示の問題が発生したときは、自ら責任を持って対処します。
担当者の氏名、連絡先

氏名　　　　　　　　　　連絡先

